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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
三
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
的
年
金
制
度
に
基
づ
く
障
害
年
金
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
結
婚
や
子
の
出
生
等
に
よ
る
生
活
状
況
の
変
化

に
応
じ
た
き
め
細
か
な
対
応
を
図
る
観
点
か
ら
、
障
害
基
礎
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
等
の
額
の
加
算
に
係
る
子
及
び
配
偶
者
の

範
囲
を
拡
大
し
、
障
害
者
の
所
得
保
障
の
一
層
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

第
一

国
民
年
金
法
の
一
部
改
正

一

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
が
あ
る
と
き
に
加
算
を
行
う
。

二

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
を
有
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
の
改
定
を
行
う
。

第
二

厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正

一

障
害
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
が
あ
る

と
き
に
加
算
を
行
う
。
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二

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳

未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
、
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
改
定
を
行
う
。

第
三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年

金
に
つ
い
て
、
第
二
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
。

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

施
行
日
に
お
い
て
現
に
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
当
該
受
給
権
者

が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
障
害
基
礎
年
金
の

額
の
改
定
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


